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報
情
シ
オ
チ
イ
の
ら
か
協
社
県　

て
し
生
発
ず
必
年
毎
で
か
こ
ど
の
島
列
本
日

な
き
で
測
予
か
る
す
生
発
つ
い。
害
災
然
自
る
い

事
護
介・
祉
福
や
協
社
の
地
各、
し
対
に
害
災
い

ま
い
て
れ
ら
め
求
が
え
備
の
ら
か
時
平
も
で
所
業

？
は
と
矢
の
本
三

の
め
た
の
援
支
者
慮
配
要
時
害
災

1

2

害
災、
援
支
者
慮
配
要
の
時
害
災
は
で
会
本。
す

N
P
O

被
る
よ
に
等

、
け
付
置
位
と」
矢
の
本
三
「を
動
活
援
支
地
災

　

ど
な、
者
い
が
障、
者
齢
高、
時
生
発
害
災

を
活
生
の
方
る
れ
わ
い
と」
者
慮
配
要
時
害
災
「

。
す
ま
り
な
と
題
課
が
か
る
え
支
う
ど

　

０
５
６
べ
延、
在
現
末
月
３
年
昨
は
で
内
県

。
す
ま
い
て
れ
さ
定
指
が
所
難
避
祉
福
の
所
箇

そ
①、
は
に
る
す
営
運
に
効
有
を
所
難
避
祉
福

把
め
じ
か
ら
あ
を
者
慮
配
要
時
害
災
の
域
地
の

民
住
を
割
役
と
在
存
の
所
難
避
祉
福
②、
し
握

ス
る
き
で
営
運
を
所
難
避
祉
福
③、
し
知
周
に

。
す
ま
れ
ら
め
求
が
等、
と
こ
く
お
て
し
保
確
を

　

定
指
に
所
難
避
祉
福
が
所
業
事
護
介・
祉
福

祉
福、
が
ん
せ
ま
り
あ
く
な
少
も
と
こ
る
れ
さ

う
よ
の
ど、
で
け
だ
た
れ
さ
定
指
「は
ら
か
場
現

め
始
も
討
検、
く
な
も
示
指
か
の
る
す
営
運
に

な
ら
知、
体
自
と
こ
た
れ
さ
定
指
「」
い
な
い
て

と
こ
る
れ
か
聞
が
声
の
ど
な」
い
多
が
員
職
い

。
す
ま
り
あ
も

　

成
平
は
で
会
本、
中
な
ん
そ

28

、
ら
か
度
年

門
専
祉
福、
体
団
所
業
事
護
介・
祉
福
の
内
県

。
す
ま
い
て
し
討
検
を
げ
上
立
の」
織
組
ク

　

祉
福、
う
よ
る
き
で
能
機
が
所
難
避
祉
福
定
指

行
を
り
く
づ
み
組
仕
の
援
支
互
相
で
間
所
業
事

ま
を
項
事
案
提
の
へ
村
町
市
や
県、
や
と
こ
う

。
す
ま
れ
さ
待
期
が
割
役
く
い
て
め
と

　

時
害
災、
て
し
と
体
母
を
織
組
の
こ、
た
ま

や
護
介
い
な
せ
か
欠
に
め
た
の
援
支
者
慮
配
要

る
す
整
調
を
者
援
支
職
門
専
ど
な
援
支
談
相

。
す
ま
い
て
し
討
検
を

　

成
平、
て
し
力
協
と
体
団
係
関
は
で
会
本

30

。
す
ま
い
て
し
指
目
を
げ
上
ち

」
矢
の
本
三
「る
え
備
に
害
災
模
規
大

大規模災害　長野県社協の３つの備え

「災害福祉ネットワーク組織」が目指すもの（長野県社協作成）

「長野県災害ふくしチーム」立ち上げに向け、関係者と協議しました
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の
と
等
体
団
域
地・
Ｏ
Ｐ
Ｎ・
業
企

動
活
援
支
地
災
被
る
よ
に
携
連

割
役
の
Ｔ
Ａ
Ｓ
Ｄ
る
す
援
支
を
げ
上

4

携
連
の
と
政
行
県

5

3
　

害
災、
は
で
画
計
災
防
域
地
の
体
治
自
各

。
す
ま
し
要
を
力
労
な
変
大
は
と
こ
る
げ
上

げ
上
ち
立
な
滑
円、
し
遣
派
へ
協
社
地
災
被

害
災
員
職
協
社
内
県
野
長
「、
め
た
る
め
進
を

D
S
A
T
」）ＤＳＡＴスタッフ各階層別に求められるスキル・経験(長野県社協作成)

「災害時の連携を考える長野県フォーラム」では参加者が互いに知り合うこ
とを目的に情報交換を行いました

割
役
な
主
の
Ｔ
Ａ
Ｓ
Ｄ。
た
し
ま
し
成
結
を

　

で
ま
日
翌
災
発
①、
は
れ
流
の
で
ま
遣
派

の
況
状
害
被、
り
入
へ
協
社
村
町
市
災
被
に

ン
ラ
ボ
害
災、
し
遣
派
へ
協
社
村
町
市
災
被

の
も
う
い
と、
る
め
進
を
動
活
の
め
た
の
握
把

。
す
で

　
年
3

、
り
よ
に
導
指
の
氏
子
紀
布
井
石
の
事
理
表
代

研
き
続
き
引、
う
よ
る
な
と
術
技・
識
知
の
上

。
す
ま
し
施
実
を
修

　

Ｇ
Ｎ
、
Ｏ
Ｐ
Ｎ
、
て
経
を
災
震
大
本
日
東

を
力
織
組、
が
体
団
間
民
な
様
多
の
ど
な
Ｏ

に
う
よ
む
組
り
取
に
援
支
地
災
被
た
し
か
活

　

の
へ
業
生
や
業
農、
援
支
の
へ
者
難
避
る
あ
の

の
体
団
各、
に
ど
な
援
支
り
く
づ
ち
ま、
援
支

い
て
れ
さ
開
展
が
援
支
た
し
か
活
を
性
門
専

。
す
ま

　

ん
積
を
験
経、
は
に
際
の
震
地
本
熊、
た
ま

。
す
ま
い
て
れ
さ
告

　

う
よ
の
こ、
合
場
た
し
生
発
が
害
災
模
規
大

村
町
市、
う
よ
る
せ
か
活
を
力
の
体
団
間
民
な

体
団
な
様
多、
や
備
整
の
制
体
援
受
る
け
お
に

。
す
で
題
課
が
り

　

組
同
協
活
生
県
野
長
は
で
会
本、
月
１
年
今

野
長
る
え
考
を
携
連
の
時
害
災
「、
り
よ
に
催

、
体
団
益
公、
人
法
Ｏ
Ｐ
Ｎ、
業
企
の
内
県。
た

ど
な
者
係
関
政
行
て
し
そ、
者
係
関
災
防

90
団に

携
連
の
時
害
災、
し
加
参
が
名
０
０
２
約
体

と
こ」
う
合
り
知
を
い
互
お
「は
ず
ま、
て
け
向

。
た
し
ま
び
学
も
向
動

　

定
想
を
生
発
害
災
模
規
大
の
で
内
県、
後
今

現、
や
画
計
災
防
の
村
町
市
や
県、
は
で
会
本

計
援
受
域
広
「る
い
て
め
進
を
定
策
が
県、
在

援
支
祉
福
害
災
の
こ、
し
画
参
に
定
策
の」
画

よ
る
す
能
機
に
効
有
が
え
備
の
つ
３
る
わ
関
に

き
引、
ら
が
な
し
携
連
も
と
体
団
各
や
県、
う

。
す
ま
り
い
ま
で
ん
組
り
取
き
続

新しい地域福祉計画
への期待

～包括的支援体制づくりを目指して～

　地域共生社会の実現を目指して、改正された社会福祉法等が、
平成30年4月に施行されました。
　縦割りの制度・支援から包括的支援体制への転換を目指すもの
で、地域福祉計画の位置づけも強化され、計画づくりのプロセス
を通して縦割り意識の克服が期待されています。
　新しくなった地域福祉計画について特集します。

特集　みんなで取り組む　地域共生・信州

地域住民等が主体的に地域生活課題を把握
し解決を試みることができる環境の整備

図1 新設された「市町村における包括的な支援体制の整備」の概要
社会福祉法の改正点（第106条の3）

図2 地域福祉計画の拡充・強化

図3 包括的支援体制のイメージ

地域生活課題に関する相談を包括的に受け
止める体制の整備

多機関の協働による市町村における包括的な
相談支援体制の整備

市
町
村
域

住
民
に
身
近
な
圏
域

■改正前の計画のイメージ

高齢者
支援計画

生活
困窮者
支援

制度の
狭間

複合的な
課題

高齢者
地域包括ケア
システム

障がい者
地域生活移行
地域生活支援

こども・
子育て
家庭支援

障がい者
支援計画

子ども
支援計画

土台としての地域力

※厚生労働省資料を改変

■改正後の計画のイメージ
地域福祉推進の共通目標
高
齢
者

支
援
計
画

障
が
い
者

支
援
計
画

子
ど
も

支
援
計
画

再
犯
防
止
計
画

生
活
困
窮
者
支
援

住民主体の地域福祉、多様な関係者の協働

市町村における包括的支援体制

地域福祉計画

地域福祉計画
住民主体の地域福祉、多様な関係者の協働

生活困窮者支援 福祉のまちづくり

法
改
正
と
地
域
福
祉
計
画
の

“
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
”！

地
域
包
括
ケ
ア
の
深
化
を
目
指
す
「
地
域

包
括
ケ
ア
強
化
法
※
」
に
よ
り
、
平
成
三
十

年
四
月
、
改
正
さ
れ
た
社
会
福
祉
法
、
介
護

保
険
法
、
障
が
い
者
総
合
支
援
法
等
が
施
行

さ
れ
ま
し
た
。

社
会
福
祉
法
の
主
な
改
正
点
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

①
地
域
福
祉
の
理
念
に
「
福
祉
課
題
」　
　

よ
り
も
幅
広
い「
地
域
生
活
課
題
」　
　

の
解
決
を
明
記

②
市
町
村
に
お
け
る
包
括
的
な
支
援
体
制

の
整
備
に
つ
い
て
明
記（
図
１
参
照
）

③
地
域
福
祉
計
画
の
拡
充
・
強
化
を
規
定

（
図
２
参
照
）

市
町
村
が
作
成
す
る
地
域
福
祉
計
画
は
、

こ
れ
ま
で
「
任
意
」
作
成
と
さ
れ
、
県
内
で

の
策
定
率
は
50
％
に
達
し
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。今

回
の
法
改
正
に
あ
わ
せ
て
、
長
野
県

は
、
市
町
村
の
計
画
づ
く
り
を
支
援
す
る

「
地
域
福
祉
支
援
計
画
」
の
策
定
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

今
後
、
各
市
町
村
地
域
福
祉
計
画
の
策

定
・
改
訂
を
通
し
、
地
域
共
生
社
会
の
実
現

に
向
け
て
、
各
種
制
度
や
・
サ
ー
ビ
ス
の
縦

割
り
を
ど
う
克
服
し
て
包
括
的
支
援
体
制
を

実
現
し
て
い
く
の
か
、
熱
意
と
創
意
工
夫
あ

ふ
れ
る
議
論
が
、
各
地
で
展
開
さ
れ
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
ま
す
。

※地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律
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代

研
き
続
き
引、
う
よ
る
な
と
術
技・
識
知
の
上

。
す
ま
し
施
実
を
修

　

Ｇ
Ｎ
、
Ｏ
Ｐ
Ｎ
、
て
経
を
災
震
大
本
日
東

を
力
織
組、
が
体
団
間
民
な
様
多
の
ど
な
Ｏ

に
う
よ
む
組
り
取
に
援
支
地
災
被
た
し
か
活

　

の
へ
業
生
や
業
農、
援
支
の
へ
者
難
避
る
あ
の

の
体
団
各、
に
ど
な
援
支
り
く
づ
ち
ま、
援
支

い
て
れ
さ
開
展
が
援
支
た
し
か
活
を
性
門
専

。
す
ま

　

ん
積
を
験
経、
は
に
際
の
震
地
本
熊、
た
ま

。
す
ま
い
て
れ
さ
告

　

う
よ
の
こ、
合
場
た
し
生
発
が
害
災
模
規
大

村
町
市、
う
よ
る
せ
か
活
を
力
の
体
団
間
民
な

体
団
な
様
多、
や
備
整
の
制
体
援
受
る
け
お
に

。
す
で
題
課
が
り

　

組
同
協
活
生
県
野
長
は
で
会
本、
月
１
年
今

野
長
る
え
考
を
携
連
の
時
害
災
「、
り
よ
に
催

、
体
団
益
公、
人
法
Ｏ
Ｐ
Ｎ、
業
企
の
内
県。
た

ど
な
者
係
関
政
行
て
し
そ、
者
係
関
災
防

90
団に

携
連
の
時
害
災、
し
加
参
が
名
０
０
２
約
体

と
こ」
う
合
り
知
を
い
互
お
「は
ず
ま、
て
け
向

。
た
し
ま
び
学
も
向
動

　

定
想
を
生
発
害
災
模
規
大
の
で
内
県、
後
今

現、
や
画
計
災
防
の
村
町
市
や
県、
は
で
会
本

計
援
受
域
広
「る
い
て
め
進
を
定
策
が
県、
在

援
支
祉
福
害
災
の
こ、
し
画
参
に
定
策
の」
画

よ
る
す
能
機
に
効
有
が
え
備
の
つ
３
る
わ
関
に

き
引、
ら
が
な
し
携
連
も
と
体
団
各
や
県、
う

。
す
ま
り
い
ま
で
ん
組
り
取
き
続

新しい地域福祉計画
への期待

～包括的支援体制づくりを目指して～

　地域共生社会の実現を目指して、改正された社会福祉法等が、
平成30年4月に施行されました。
　縦割りの制度・支援から包括的支援体制への転換を目指すもの
で、地域福祉計画の位置づけも強化され、計画づくりのプロセス
を通して縦割り意識の克服が期待されています。
　新しくなった地域福祉計画について特集します。

特集　みんなで取り組む　地域共生・信州

地域住民等が主体的に地域生活課題を把握
し解決を試みることができる環境の整備

図1 新設された「市町村における包括的な支援体制の整備」の概要
社会福祉法の改正点（第106条の3）

図2 地域福祉計画の拡充・強化

図3 包括的支援体制のイメージ

地域生活課題に関する相談を包括的に受け
止める体制の整備

多機関の協働による市町村における包括的な
相談支援体制の整備

市
町
村
域

住
民
に
身
近
な
圏
域

■改正前の計画のイメージ

高齢者
支援計画

生活
困窮者
支援

制度の
狭間

複合的な
課題

高齢者
地域包括ケア
システム

障がい者
地域生活移行
地域生活支援

こども・
子育て
家庭支援

障がい者
支援計画

子ども
支援計画

土台としての地域力

※厚生労働省資料を改変

■改正後の計画のイメージ
地域福祉推進の共通目標
高
齢
者

支
援
計
画

障
が
い
者

支
援
計
画

子
ど
も

支
援
計
画

再
犯
防
止
計
画

生
活
困
窮
者
支
援

住民主体の地域福祉、多様な関係者の協働

市町村における包括的支援体制

地域福祉計画

地域福祉計画
住民主体の地域福祉、多様な関係者の協働

生活困窮者支援 福祉のまちづくり

ご
当
地
流
の「
包
括
的
支
援
体

制
」を
ど
う
作
っ
て
い
く
か

社
会
・
経
済
の
大
き
な
変
化
の
中
で
、
市

部
、
町
村
部
を
問
わ
ず
、
複
合
的
な
地
域
生

活
課
題
を
抱
え
た
世
帯
が
増
加
し
て
い
ま

す
。

①「
８
０
５
０
問
題
」を
例
に

例
え
ば
、
高
齢
者
宅
に
訪
問
し
た
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
が
、
50
代
の
息
子
さ
ん
と
思
わ
れ

る
男
性
が
同
居
し
て
お
り
、
平
日
も
家
居
さ

れ
て
い
て
仕
事
等
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
心

配
に
な
っ
た
と
し
ま
す
。

ヘ
ル
パ
ー
か
ら
相
談
を
受
け
た
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
が
ま
い
さ
ぽ
に
相
談
。
ま
い

さ
ぽ
が
関
わ
る
中
で
、
息
子
さ
ん
に
軽
い
知

的
障
が
い
が
疑
わ
れ
、
障
が
い
者
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー
も
関
わ
る
等
、
多
機
関
に
よ
る
支

援
チ
ー
ム
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
き
ま
す
。

し
か
し
、
現
状
で
は
、
各
相
談
機
関
と
も

ケ
ー
ス
対
応
に
追
わ
れ
る
中
で
チ
ー
ム
づ
く

り
が
進
ま
ず
、
息
子
さ
ん
の
声
な
き
ニ
ー
ズ

が
、
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
重
篤
化
す
る
例
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
、
国
が
推
奨
す

る
「
相
談
支
援
包
括
化
推
進
員
」
を
連
携
の

核
と
し
て
配
置
し
、
総
合
相
談
機
能
を
強
化

し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

②
地
域
福
祉
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
配
置

に
よ
る
包
括
化

人
口
２
万
５
千
人
の
箕
輪
町
で
は
、
平
成

26
年
度
途
中
か
ら
、
町
受
託
事
業
の
財
源
な

ど
で
地
域
福
祉
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
７
名
を

社
会
福
祉
協
議
会
に
配
置
し
、
地
区
担
当
制

を
導
入
し
て
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
度
、
相
談
機
関
同
士
を
つ

な
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
総
合
相
談
実
務

者
連
絡
会
」
を
開
催
し
て
、
相
談
機
関
同
士

の
連
携
強
化
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
各
地

区
の
住
民
と
専
門
的
相
談
機
関
の
顔
の
見
え

る
関
係
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

地
域
福
祉
計
画
の
策
定
プ
ロ
セ
ス
を
通
し

て
、
地
域
に
あ
わ
せ
た
形
で
相
談
支
援
包
括

化
推
進
員
の
機
能
を
ど
う
定
着
さ
せ
て
い
く

の
か
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。

地
域
共
生
社
会
の
実
現
を
目

指
す
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
、
国

（
厚
生
労
働
省
）
は
、
平
成
28

年
度
か
ら
「
包
括
的
支
援
体
制

構
築
事
業
」
（
以
下
、
「
モ
デ

ル
事
業
」
）
を
予
算
化
し
、
市

町
村
の
実
施
を
推
進
し
て
い
ま

す
。７

月
12
日
（
木
）
、
県
内
で

こ
の
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
し
て

い
る
５
つ
の
自
治
体
及
び
受
託

団
体
が
長
野
市
内
に
て
検
討
会

を
開
催
し
、
厚
生
労
働
省
地
域

福
祉
課
の
職
員
２
名
も
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
と
し
て
出
席
し
意
見
交

換
を
行
い
ま
し
た
。

モ
デ
ル
事
業
２
年
目
の
原
村

で
は
、
第
三
期
の
地
域
福
祉
計

画
に
記
載
の
あ
る
、
福
祉
ジ
ャ

ン
ル
だ
け
で
な
い
人
材
バ
ン
ク

を
整
備
し
て
い
き
た
い
と
の
こ
と
。
ま
ず

は
人
材
バ
ン
ク
へ
の
登
録
を
通
し
て
地
域

の
力
を
見
え
る
化
し
、
住
民
が
そ
れ
ぞ
れ

地
域
の
人
材
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
を
図

り
、
お
互
い
さ
ま
文
化
を
根
付
か
せ
て
い

き
た
い
と
抱
負
を
語
り
ま
し
た
。

同
じ
く
２
年
目
の
朝
日
村
で
は
、
高
原

野
菜
を
中
心
と
し
た
農
業
立
村
を
掲
げ
て

お
り
、
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
と
連
携
し
た
農

福
連
携
を
本
事
業
で
実
施
し
た
い
と
の
こ

と
。
ま
た
、
住
民
と
学
校
の
距
離
を
縮
め

る
学
福
連
携
の
取
り
組
み
の
紹
介
も
あ
り

ま
し
た
。

今
年
度
か
ら
実
施
す
る
富
士
見
町
で

は
、
事
業
を
受
託
し
た
町
社
協
が
、
廃
校

に
な
っ
た
小
学
校
に
地
域
福
祉
係
を
移
転

し
、
住
民
に
身
近
な
場
所
で
住
民
に
寄
り

添
っ
た
事
業
展
開
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

本
事
業
で
は
、
複
合
的
な
課
題
を
抱
え
た

世
帯
に
伴
走
型
支
援
を
継
続
で
き
る
よ
う

徹
底
し
た
い
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

県
社
協
で
は
、
今
年
度
、
松
本
圏
域
の

４
村
に
対
し
て
相
談
支
援
包
括
化
推
進
員

を
配
置
し
、
ま
い
さ
ぽ
、
圏
域
障
が
い
者

総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
、
成
年
後
見
セ
ン

タ
ー
と
連
携
し
て
多
問
題
世
帯
等
の
支
援

膠
着
事
例
の
解
決
支
援
を
行
っ
て
い
ま

す
。本

会
議
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
挙
げ
ら

れ
た
「
地
域
の
特
色
を
活
か
し
た
ご
当
地

流
」
を
意
識
し
、
社
会
資
源
の
不
足
す
る

村
部
に
お
い
て
は
、
特
に
地
場
産
業
振
興

と
合
わ
せ
た
資
源
開
発
の
視
点
を
大
切
に

し
て
い
き
た
い
で
す
。

「包括的支援体制」モデルづくりに取り組む
〜包括的支援体制構築モデル事業実施自治体検討会〜

厚生労働省地域福祉課の吉田課長補佐（写真中央）からは、
「困っている人がきちんと相談につながるために、地域住
民と専門職が顔の見える関係になっているかがポイント」
とのアドバイスがありました。
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ボランティアセンター（住民活動拠点）
に求められる機能

（養成研修）
県社会福祉協議会、県社会福祉士会等の協働で
実施

地域福祉コーディネーター
の目指す機能

地域支援

地域福祉の
基盤づくり

個別支援

地域を
基盤とした
ソーシャルワーク

仲間づくり
の場学びの場

相談・マッチング
（コーディネート）

情報・活動拠点

日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償!!

全国 万人
加入

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者

ボランティア行事用保険 福祉サービス総合補償送 迎 サ ービス 補 償

ボランティア活動保険
http://www.fukushihoken.co.jp
ふくしの保険 検索

〒  東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　ＦＡＸ：０３（３５８１）４７６３
営業時間：平日の 9:30～17:30（12/29～1/3 を除きます。）

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス

保険金額保険金額 年間保険料（１名あたり）年間保険料（１名あたり）

償
補
の
ガ
ケ

償
補
の

任
責
償
賠

死亡保険金

Ａプラン Ｂプラン Ａプラン Ｂプラン

6,500円 10,000円

65,000円 100,000円

32,500円 50,000円

5億円（限度額）

（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険） （傷害保険） （傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

後遺障害保険金

入院保険金日額

特定感染症の補償

4,000円 6,000円通院保険金日額

300万円（限度額）

上記後遺障害、入院、通院の　
各補償金額（保険金額）に同じ

葬祭費用保険金
（特定感染症）

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

入院中の手術

外来の手術
手術
保険金

350円 510円

500円 710円

基本タイプ

天災タイプ（※）
（基本タイプ＋地震・噴火・津波）

（※）天災タイプでは、天災（地震、噴火ま
　　たは津波）に起因する被保険者自身
　　のケガを補償しますが（天災危険担保
　　特約条項）、賠償責任の補償につい
　　ては、天災に起因する場合は対象に
　　なりません。

保険金をお支払いする主な例保険金をお支払いする主な例

保険金の種類
プラン

タイプ
プラン

〈引受幹事
保険会社〉損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課

ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3を除きます。）

●このご案内は概要を説明したものです。お申込み、詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ●

平成30年度

〈SJNK17 16970　2018.1.9 作成〉

1,040万円 1,400万円
1,040万円
（限度額）

1,400万円
（限度額）

社会福祉施設
総合損害補償しせつの損害補償 インターネットで保険料試算できます

ふくしの保険 検索

平成30年度

〒  東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　ＦＡＸ：０３（３５８１）４７６３

施設業務の補償プラン１１ （賠償責任保険、動産総合保険）

施設利用者の補償プラン 22
施設職員の補償プラン33
社会福祉法人役員等の補償プラン44

基本補償（賠償・見舞）
▶年額保険料（掛金）

本
基補

償（
A
型
）

用
費
舞
見

補
付

償（
B
型
）

定　　員 基本補償（A型）

35,000～61,460円

68,270～97,000円

1,500円

1～50名

51～100名

以降1名～10名増ごと

基本補償（A型）
保険料

【見舞費用加算】
定員１名あたり
入所：1,300円
通所：1,390円

保険期間１年

老人福祉施設、障害者支援施設、児童福祉施設の

事故・紛争円満解決のため事故・紛争円満解決のためにに！！事故・紛争円満解決のために！
◆加入対象は、社協の会員である
　社会福祉法人等が運営する社会
　福祉施設です。

　

　
　
　
　

と

　　
　
　
　
　
　

す
で

。

　
　
　
　
　

実
充

た
し

償
補

料
険
保
な
安
割

●このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容のお問い合わせは下記までお願いします。●

〈引受幹事
保険会社〉

受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3を除きます。）

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者 取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課
TEL：０３（３３４９）５１３７

この保険は全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約（賠償責任保険、医師賠償責任保険、個人情報取扱事業者賠償責任保険、普通傷害保険、労働災害総合保険、約定履行費用保険、動産総合保険、費用・利益保険）です。
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▶保険金額

対人賠償（１名・１事故）
基本補償（A型）
2億円・10億円 2億円・10億円
2,000万円
200万円
20万円
1,000万円
1,000万円

500万円

2,000万円
200万円
20万円
1,000万円
1,000万円

500万円

1事故10万円限度 1事故10万円限度
死亡時100万円
入院時 1.5～7万円
通院時 1～3.5万円

見舞費用付補償（B型）

対物賠償（１事故）

受託・管理財物賠償（期間中）

うち現金支払限度額（期間中）

人格権侵害（期間中）

2,000万円 2,000万円徘徊時賠償（期間中）

身体・財物の損壊を伴わない経済的損失（期間中）

事故対応特別費用（期間中）
被害者対応費用（１名につき）

傷害見舞費用

故
事
償
賠

等
い
舞
見
お

◆ 30年度新設 クレーム対応サポート補償（プラン1-①オプション4）

新設

住
民
主
体
の
地
域
づ
く
り
を

支
援
す
る
た
め
に

住
民
主
体
の
地
域
づ
く
り
は
、
「
一
人
の

百
歩
」
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
）
と

「
百
人
の
一
歩
」
（
地
域
ぐ
る
み
の
活
動
）

の
両
面
か
ら
、
住
民
活
動
支
援
の
環
境
整
備

に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
す
。

①
学
び
の
機
会
づ
く
り

県
が
取
り
組
ん
で
き
た
「
住
民
支
え
合
い

マ
ッ
プ
」
や
、
市
内
の
自
治
会
単
位
で
「
ご

近
所
福
祉
計
画
」
づ
く
り
に
取
り
組
む
な

ど
、
住
民
自
身
が
地
域
の
実
情
を
学
ぶ
こ
と

が
第
一
歩
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
福
祉
教
育
と
社
会
教
育
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル
な
ど
と
の
連
携
も
今
後
ま

す
ま
す
必
要
に
な
り
ま
す
。

②
住
民
活
動
の
拠
点

社
協
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
や
市
部

で
整
備
さ
れ
始
め
た
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
等

の
充
実
や
連
携
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
県
内
で
は
、
伝
統
あ
る
公
民
館
や

地
域
に
開
か
れ
た
福
祉
・
介
護
事
業
所
、
商

店
街
や
農
協
の
店
舗
活
用
な
ど
地
域
資
源
の

活
用
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

③
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
養
成

身
近
な
地
域
で
、
住
民
の
手
に
負
え
な
い

課
題
を
受
け
止
め
る
「
何
で
も
相
談
機
能
」

を
ど
う
整
備
す
る
か
、
地
域
福
祉
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
の
養
成
や
配
置
が
課
題
と
な
り
ま

す
。
現
在
、
介
護
保
険
財
源
に
よ
り
生
活
支

援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
配
置
が
進
ん
で
い

ま
す
が
、
縦
割
り
に
な
ら
ず
、
何
で
も
相
談

機
能
と
し
て
育
つ
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

社
会
福
祉
法
人
の
出
番
！

地
域
の
共
通
課
題
の

取
り
組
み
に
向
け
て

地
域
共
生
社
会
を
実
現
し
て
い
く
上
で
、

各
福
祉
分
野
で
専
門
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て

い
る
社
会
福
祉
法
人
に
は
、
本
業
や
公
益
事

業
を
通
し
て
、
既
存
の
サ
ー
ビ
ス
で
対
応
で

き
な
い
福
祉
ニ
ー
ズ
を
発
掘
し
、
新
た
な
社

会
資
源
を
創
り
出
し
て
い
く
役
割
が
期
待
さ

れ
て
い
ま
す
。

県
域
の
社
会
福
祉
法
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

公
益
事
業
が
活
発
化
し
て
い
ま
す
が
、
今

後
、
地
域
ご
と
に
、
得
意
分
野
の
異
な
る
法

人
が
連
携
し
て
、
ご
当
地
流
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
ど
う
生
み
出
し
て
い
く
の
か
、
各
市
町

村
で
の
取
り
組
み
に
期
待
が
高
ま
り
ま
す
。

伊那市では、伊那市社会福祉協議会が声かけを
行い、市内の8つの社会福祉法人で設立。社会福
祉法人の地域貢献を目的とした連絡会結成として
は県内初。
高齢者・障がい者・子ども支援など各々得意分野

の異なる法人が、初回の会議では子どもの居場所づ
くり等を共通テーマにして検討。連絡会で一体的に
取り組むメリットとして、社会全体、地域全体への
アプローチの可能性などの意見が挙がった。

「入居保証サービス」がスタート
家族や地域の絆が薄れる中、入居の際の

保証人の確保は、福祉分野共通の課題と
なっている。
県内有志社協による公益事業「あんしん

創造ねっと」は、生活困窮者を対象に入居
保証・生活支援サービスを、昨年10月から
開始。現在までに6名が利用して、新たな生
活をスタートしている。

伊那市で社会福祉法人連絡会が発足

長野県県内社協公益事業 あんしん創造ねっと

平成30年7月3日、伊那市
福祉まちづくりセンターにて

お問い合わせは
℡026-228-4244 県社協内事務局まで
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ボランティアセンター（住民活動拠点）
に求められる機能

（養成研修）
県社会福祉協議会、県社会福祉士会等の協働で
実施

地域福祉コーディネーター
の目指す機能

地域支援

地域福祉の
基盤づくり

個別支援

地域を
基盤とした
ソーシャルワーク

仲間づくり
の場学びの場

相談・マッチング
（コーディネート）

情報・活動拠点

日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償!!

全国 万人
加入

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者

ボランティア行事用保険 福祉サービス総合補償送 迎 サ ービス 補 償

ボランティア活動保険
http://www.fukushihoken.co.jp
ふくしの保険 検索

〒  東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　ＦＡＸ：０３（３５８１）４７６３
営業時間：平日の 9:30～17:30（12/29～1/3 を除きます。）

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス

保険金額保険金額 年間保険料（１名あたり）年間保険料（１名あたり）

償
補
の
ガ
ケ

償
補
の

任
責
償
賠

死亡保険金

Ａプラン Ｂプラン Ａプラン Ｂプラン

6,500円 10,000円

65,000円 100,000円

32,500円 50,000円

5億円（限度額）

（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険） （傷害保険） （傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

後遺障害保険金

入院保険金日額

特定感染症の補償

4,000円 6,000円通院保険金日額

300万円（限度額）

上記後遺障害、入院、通院の　
各補償金額（保険金額）に同じ

葬祭費用保険金
（特定感染症）

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

入院中の手術

外来の手術
手術
保険金

350円 510円

500円 710円

基本タイプ

天災タイプ（※）
（基本タイプ＋地震・噴火・津波）

（※）天災タイプでは、天災（地震、噴火ま
　　たは津波）に起因する被保険者自身
　　のケガを補償しますが（天災危険担保
　　特約条項）、賠償責任の補償につい
　　ては、天災に起因する場合は対象に
　　なりません。

保険金をお支払いする主な例保険金をお支払いする主な例

保険金の種類
プラン

タイプ
プラン

〈引受幹事
保険会社〉損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課

ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3を除きます。）

●このご案内は概要を説明したものです。お申込み、詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ●

平成30年度

〈SJNK17 16970　2018.1.9 作成〉

1,040万円 1,400万円
1,040万円
（限度額）

1,400万円
（限度額）

社会福祉施設
総合損害補償しせつの損害補償 インターネットで保険料試算できます

ふくしの保険 検索

平成30年度

〒  東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　ＦＡＸ：０３（３５８１）４７６３

施設業務の補償プラン１１ （賠償責任保険、動産総合保険）

施設利用者の補償プラン 22
施設職員の補償プラン33
社会福祉法人役員等の補償プラン44

基本補償（賠償・見舞）
▶年額保険料（掛金）

本
基補

償（
A
型
）

用
費
舞
見

補
付

償（
B
型
）

定　　員 基本補償（A型）

35,000～61,460円

68,270～97,000円

1,500円

1～50名

51～100名

以降1名～10名増ごと

基本補償（A型）
保険料

【見舞費用加算】
定員１名あたり
入所：1,300円
通所：1,390円

保険期間１年

老人福祉施設、障害者支援施設、児童福祉施設の

事故・紛争円満解決のため事故・紛争円満解決のためにに！！事故・紛争円満解決のために！
◆加入対象は、社協の会員である
　社会福祉法人等が運営する社会
　福祉施設です。

　

　
　
　
　

と

　　
　
　
　
　
　

す
で

。

　
　
　
　
　

実
充

た
し

償
補

料
険
保
な
安
割

●このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容のお問い合わせは下記までお願いします。●

〈引受幹事
保険会社〉

受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3を除きます。）

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者 取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課
TEL：０３（３３４９）５１３７

この保険は全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約（賠償責任保険、医師賠償責任保険、個人情報取扱事業者賠償責任保険、普通傷害保険、労働災害総合保険、約定履行費用保険、動産総合保険、費用・利益保険）です。
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▶保険金額

対人賠償（１名・１事故）
基本補償（A型）
2億円・10億円 2億円・10億円
2,000万円
200万円
20万円
1,000万円
1,000万円

500万円

2,000万円
200万円
20万円
1,000万円
1,000万円

500万円

1事故10万円限度 1事故10万円限度
死亡時100万円
入院時 1.5～7万円
通院時 1～3.5万円

見舞費用付補償（B型）

対物賠償（１事故）

受託・管理財物賠償（期間中）

うち現金支払限度額（期間中）

人格権侵害（期間中）

2,000万円 2,000万円徘徊時賠償（期間中）

身体・財物の損壊を伴わない経済的損失（期間中）

事故対応特別費用（期間中）
被害者対応費用（１名につき）

傷害見舞費用

故
事
償
賠

等
い
舞
見
お

◆ 30年度新設 クレーム対応サポート補償（プラン1-①オプション4）

新設

5

昭和27年1月11日　第三種郵便物認可第757号　平成30年7月25日発行



リゾート地や観光地として国内外からさまざまな人が訪れる軽井沢町に、地元の新鮮な野菜や、それら
を使った料理を提供するカフェなどが並ぶ「軽井沢発地市庭」という農産物等直売所が2年前に建てら
れました。木をふんだんに使ったぬくもりのある建物は、訪れる人々の心を温かくします。
そんな軽井沢発地市庭では、毎月第3木曜日14時から15時まで「情報市庭」という情報交換の場が
開かれています。行く、行かない、休みますなどの申し込みは一切不要。立場や得意分野、業界や所属

を越えて様々な人が集まり、「こんなことできます」「こんなことしたい」「人手が足りない」「イベントやるから来て」
「私、手伝えるよ」「あの団体とやってみる？」など話題はさまざまです。つながる、つなげるきっかけがここにはあ
り、助け合いの場となっています。
6月の情報市庭。いつもは太陽の光が差し込むガラス張りのイベントスペースで行っているそうですが、今回は会
議室。「なんだか秘密の会議みたいでたまにはいいね」と情報市庭長の高尾幸男さんは言います。この日は軽井沢
にお住いの方はもちろん、長野市や坂城町の方も参加。驚くべきは、皆さんの業種です。有名ホテルの代表取締役
やファイナンシャルプランナー、個人でボランティア活動を行っている方、カフェの店員さん、森林インストラク
ター、自称軽井沢仙人などさまざまな人が集いました。14時からは自己紹介も兼ねて自らの活動をPRしていきま
す。15時からはフリータイム。この人とつながりたいと思う人へ声をかけて、いつの間にか緩やかにつながりが広
がっていました。
来られた方に参加した理由を聞いてみると「やってみたいことがあってずっと来たいと思っていたけど、来られて
いなかった。今回、あの人に言われて来たのです」と元々情報市庭に参加していた方からの口コミが参加のきっか
けになったと教えていただきました。高尾さんは「きれいごとではない、地元のリアルな困りごとを結び付けて助け
合う、そんな協力体制を軽井沢でつくっていきたい」と言います。
軽井沢はそこで生まれ住んでいる人、軽井沢の地が好きで移り住ん
だ人などさまざまな人が多様な形態で生活をしています。情報市庭に来
る人はいつも同じではなく、人数も10人～20人とバラバラです。「森の
（木が三つで第3木曜日）おにいさん（午後の2時～3時）」を合言葉に、
新しい出会いや活動のヒント、シナリオがないからこそ生まれるストー
リーを楽しみに、人が集い、生の言葉を交わしていました。

地域はもちろん、学校でも、会社でも、生活の中に当たり前にボランティアやボラン
タリーな精神が息づく、そんな社会をめざし、ボランティア全国フォーラム軽井沢
2018で参加者の皆さんと想いを共有し、ともに考え、全国に発信していきましょう。
皆さんのご参加をお待ちしています!

広がる住民相互のネットワーク構築をめざし、
多くのボランティア、地域活動者、住民自らが
立ち上がり行う「互恵の形」を学びます。

「森のお兄さん」が合言葉！「森のお兄さん」が合言葉！
地元の野菜が集まる市庭に集い

情報が交わされる
地元の野菜が集まる市庭に集い

情報が交わされる

軽井沢から発信!!
住民参加のまちづくり

平成30年11月3日（土）～4日（日）に
軽井沢大賀ホールをメイン会場に開催!!!

ボランティア
全国フォーラム
軽井沢2018

ボランティア全国フォーラム軽井沢2018
facebook / https://www.facebook.com/karuizawa2018/
ホームページ / http://www.karuizawashakyo.com/

おら
ほの

おら
ほの

縁パワー活動!縁パワー活動!

分科会PR
vol.3

フォーラムの準備状況や参加などについての詳細はコチラ
ホームページfacebook

困っている、やってみたい、こんなことできる等、ヒト・モノ・
カネがつながる場所。アピールしたいものを持ってくる方も。

連絡先　軽井沢情報市庭　事務局
　　　　軽井沢町社会福祉協議会 軽井沢町ボランティアセンター
　　　　長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉4844-1
　　　　TEL 0267-45-8422　FAX 0267-46-2116

ほ っ ち い ち ば

県社協情報局

長野県社会福祉協議会では、交通または災害の事故による遺児等に対して、見舞金を支給しています。

見舞金150,000円（遺児等一人につき）

申請手続き
見舞金の申請手続きは、市町村社会福祉協議会が行います。
（原則として事故発生の日から2年以内に長野県社会福祉協議会に申請書類を提出。）

民生委員・児童委員へのお願い
見舞金の支給対象となる遺児等の把握をされた場合は、最寄りの市町村社会福祉協議会までお知らせください。

＜参考語句説明＞

遺児等 県内に住所を有し、満18歳に達した日以後の最初の3月31日までに交通又は災害の事故により、父又は
母が死亡し、又は国民年金法による障がい程度1級（身体）に相当する障がいとなった者（父が死亡し
た後に出生した子があるときは、その子を含む。）をいいます。

交通事故 道路交通法（昭和35年法律第105号）第2条に規定する車両及びその他の交通機関（鉄道、航空機、
船舶等）の運行による事故。

災害事故 風水害等天災による事故、火災による事故、就業による業務上の事故及び人命救助等のため協力救助
した者の当該協力援助に伴う事故。

問合せ先

毎月、司法書士による成年後見などに関する無料相談を行っています。秘密は厳守しますので、お気軽にご相談く
ださい。

毎月第3水曜日 午後1時30分～午後3時30分
長野県社会福祉協議会（長野市若里7-1-7）
司法書士（社団法人成年後見センター・リーガルサポートながの会員）
面談、電話

※事前に予約の連絡をお願いします。

予約連絡 ℡026-226-0110 　　  （長野県社会福祉協議会・相談事業部生活支援グループ）

＜相談例＞
・相続に関して成年後見人が必要と言われたが、どうしたらいいか
・父親名義の土地を売却しようと思うが、父親が認知症で不動産業者との話が進まない
・一人で暮らしている母が、訪問販売で高額な物を買ってしまうので何とか防止したい
・将来、もし判断能力が低下してしまったら、財産の管理をどうしたらいいか心配 など

交通・災害遺児見舞金のご案内交通・災害遺児見舞金のご案内

長野県社会福祉協議会 相談事業部生活支援グループ
TEL 026-226-2036　FAX 026-291-5180

日 時
場 所
相談員
相談方法

成年後見などに関する無料相談をご利用ください成年後見などに関する無料相談をご利用ください

民生委員・児童委員へのお願い

予約連絡 ℡026-226-0110 

申請手続き
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（原則として事故発生の日から2年以内に長野県社会福祉協議会に申請書類を提出。）

民生委員・児童委員へのお願い
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した者の当該協力援助に伴う事故。
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毎月、司法書士による成年後見などに関する無料相談を行っています。秘密は厳守しますので、お気軽にご相談く
ださい。
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長野県社会福祉協議会（長野市若里7-1-7）
司法書士（社団法人成年後見センター・リーガルサポートながの会員）
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※事前に予約の連絡をお願いします。

予約連絡 ℡026-226-0110 　　  （長野県社会福祉協議会・相談事業部生活支援グループ）

＜相談例＞
・相続に関して成年後見人が必要と言われたが、どうしたらいいか
・父親名義の土地を売却しようと思うが、父親が認知症で不動産業者との話が進まない
・一人で暮らしている母が、訪問販売で高額な物を買ってしまうので何とか防止したい
・将来、もし判断能力が低下してしまったら、財産の管理をどうしたらいいか心配 など

交通・災害遺児見舞金のご案内交通・災害遺児見舞金のご案内
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今月の逸品

長野県社会福祉協議会
総務企画部 総務グループ
TEL 026-228-4244
FAX 026-228-0130
E-mail soumu@nsyakyo.or.jp

●ご感想、お問合せ、
　掲載希望等は下記へお寄せください。

毎号福祉の現場に新しい
風を吹き込むスタッフをご紹介します。

・粒あん　・クリーム

・ハムチーズ

…1個100円（税込）

※その他、季節商品がございます。

長野県
社会福祉協議会

福祉・
介護べんり帖

長野県福祉研修実施団体

きゃりあねっと

よっ！ 新風人

信州福祉・
介護のひろば

webでもご覧になれます

webでも
ご覧になれます

1人ひとりが地域とのつながりを大切
にしている。

福祉の職場説明会参加から入職へ至
った牛澤さん。 

五感で受け止め、相手の立場で考え、
行動に移す。

利用者さんと過ごす時間、笑顔があ
ふれる。

社会福祉法人 上田しいのみ会
しいのみ療護園

生活支援員（副主任支援員）
牛澤美穂さん

なぜか？　何だろうか？　彼は渦巻き模様に世界を見つ
けたのだろうか？
人は言葉で他人とコミニケーションを取る。しかし、どれ
だけの想いを言葉に出来ているのだろうか？そっと手を
握るだけで伝わる優しさもある。睨みつけるだけで伝わ
る怒りもある。アートは、そんな感情表現と似ている。作
者の心の深い所でうずくまる感情が、たどり着いた場所
は白い紙の上。

作者：窪田 莉玖（くぼた　りく）　11歳　御代田町在住

堀金かえでの家では、キッチンカーで「かえで焼き」の製
造販売を行っています。“利用者さんが地域に出て活躍
できる仕事を増やしたい”との思いのもと始めて2年目
になります。モチモチの皮と、甘さ控えめの北海道産小
豆の粒あんが一押しです。皆様ぜひご賞味ください。

社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会
すてっぷワーク堀金かえでの家
長野県安曇野市堀金烏川2132-6
TEL.0263-73-1107　FAX.0263-73-5775

かえで焼き（今川焼）

「
人
と
し
て
、社
会
人
と
し
て
、福
祉
専
門
職
と
し

て
、職
員
の
質
の
向
上
が
利
用
者
の
た
め
に
つ
な
が

る
」と
い
う
信
念
の
も
と
、職
場
環
境
向
上
に
努
め
て

い
る
し
い
の
み
療
護
園
。管
理
職
と
若
手
職
員
の
パ
イ

プ
役
と
し
て
、後
輩
の
良
き
相
談
相
手
と
し
て
、奔
走

す
る
副
主
任
支
援
員
の
牛
澤
美
穂
さ
ん
に
お
聞
き
し

ま
し
た
。

Ｑ　

今
の
お
仕
事
の
内
容
を
教
え
て
下
さ
い
。

Ａ　

入
所
さ
れ
て
い
る
方
の
生
活
全
般
の
介
助
や
、季

節
の
行
事
の
企
画
・
運
営
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。ま

た
、地
域
の
お
祭
り
や
お
花
見
な
ど
、外
出
支
援
も

積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ　

印
象
的
だ
っ
た
こ
と
は
何
で
す
か
。

Ａ　

主
任
１
名
、副
主
任
４
名
体
制
で
色
ん
な
視
点

を
大
切
に
し
つ
つ
職
員
が
相
談
し
や
す
い
よ
う
心
掛

け
て
い
ま
す
。大
変
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、ど
う

す
れ
ば
良
く
な
る
か
他
の
職
員
と
考
え
、改
善
で

き
た
結
果
、利
用
者
さ
ん
と
過
ご
す
時
間
が
増
え

た
り
、他
の
活
動
に
充
て
る
余
裕
が
で
き
た
り
す
る

と
、働
き
や
す
さ
に
も
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
に
も

つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

Ｑ　

大
切
に
し
て
い
る
こ
と
は
何
で
す
か
。

Ａ　

何
気
な
い
一
言
で
も
一
人
ひ
と
り
受
け
取
り
方
は

異
な
り
ま
す
。一
言
の
重
み
を
感
じ
つ
つ
丁
寧
に
関

わ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

Ｑ　

福
祉
の
道
を
目
指
す
人
へ一
言
お
願
い
し
ま
す

Ａ　

福
祉
と
言
っ
て
も
様
々
な
分
野
が
あ
り
ま
す
。ま

た
、施
設
の
特
徴
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
ま
す
。ま
ず

は
職
場
説
明
会
や
見
学
会
に
参
加
し
、担
当
者
と

話
し
て
み
る
と
雰
囲
気
が
伝
わ
る
と
思
い
ま
す
。そ

の
上
で
、自
分
が
大
切
に
し
た
い
ポ
イ
ン
ト
と
合
う

と
こ
ろ
を
探
す
と
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
減
り
、長
く
働
け

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

先
を
読
ん
で
的
確
に
動
け
る
力
と
、職
員
に
も
利

用
者
さ
ん
に
も
常
に
思
い
や
り
を
持
っ
て
接
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
入
職
当
時
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
た
牛
澤

さ
ん
。期
待
に
応
え
、そ
の
力
を
発
揮
す
る
姿
も
職
場

の
環
境
が
あ
っ
て
こ
そ
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

牛
澤
さ
ん
の
座
右
の
銘
、そ
し
て
、し
い
の
み
療
護

園
の
取
り
組
み
と
は
？
続
き
は
県
社
協
Ｈ
Ｐ
で
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す
。
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